
基本情報

作成年月日 令和７年１月

法人理念 和顔愛語

支援方針

●利用者の方の特性を職員のみならず、利用者の方自身も把握し、事業所を
卒業した後も本人の強みを活かせるように支援を行う

●利用者の方の意思を尊重した支援を行う

●成人後の生活を想定したコミュニケーションスキルや生活スキルの獲得を
目指し、計画に沿って支援する

●保護者や関係機関と協力し、保護者と関係者が共通認識のもと利用者の方の
生活を支援できるようにする

営業時間 １０:１５～1９:１５（平日） ８：３０～１７：３０（休日）

送迎の有無 無

放課後等デイサービス ジュニアクラブ蔵本



活動プログラム ～健康・生活～

18歳以降の生活面での自立を目指し、日常生活でできることをアセスメントし、お子さまの特性を
踏まえて経験できるよう活動を行います。

（例） ・身だしなみ ・体調管理 ・調理（食事） ・買い物 ・掃除 ・金銭管理
          ・スケジュール（時間）管理 ・物品管理 ・計画を立てて遂行する能力 ・余暇を楽しむ能力 など



活動プログラム ～運動・感覚～

感覚面のアセスメントや対処方法についてメンバーと話し合ったり、定期的にスポーツ活動を実施し、

健康維持や就労に必要な体力づくりを行います。



活動プログラム ～認知・行動～

お子さんと話す時間をつくり、本人の特性を理解したり、考え（認知）の修正を行います。

また、本人にとってストレスが少なく、社会参加がしやすい方法についての提案をしています。



活動プログラム ～言語・コミュニケーション～

自分にかかるストレスを少なく抑えながら、人付き合いを円滑にするコツは何か？

目的を達成するために必要なコミュニケーションとは？などについて、授業や活動を通して学びます。



活動プログラム ～人間関係・社会性～

グループワークや遊びの中で活動メンバーと協力することを通して、人間関係の構築のしかたを

学びます。また、ボランティア活動等へ参加し、地域におけるさまざまな年齢の方々との交流をはかる

ことによって社会性を育みます。



家族支援

・家庭や学校での利用者の方の困り感や、保護者の方の困り感について、
保護者の方の要請があった時、相談に応じる。

・保護者の方の話を聞き、利用者の方の特性や性質に沿った関わり方について
助言を行う。事業所内のみでの解決が難しい場合は、関係機関との連携を行う。
（例） 進学、就職について（合理的配慮の申請など）

対人関係
自己管理など

・保護者の方に向けて勉強会や交流会を開催。（半年に１回程度）



移行支援・地域支援・地域連携
・福祉サービスの利用形態についての変更等、利用者の方の生活が変化する
ときにも、必要な支援について相談・援助を行う

・利用者の方が通学・所属している中学校、高等学校等との連携を実施する
（見学にうかがい、情報交換を行う等）

・利用者の方、または保護者の方の要請があった場合、進学先の学校や就職先との
合理的配慮について話し合いを行う

・他事業所をご利用の方は、要請があった時、他事業所とも連携を取り、必要な支援
について話し合う場を設ける



職員の質の向上に資する取り組み

・同法人内の他事業所との合同での研修（月１回）

・事業所内でのケース検討（月１回）

・職員それぞれの希望する研修への参加助成



主な行事

・個人懇談

・保護者会

・季節に関する行事（夏祭り・ハロウィン・クリスマス 等）

・調理実習

・外出活動（お出かけ、ボランティア 等)
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